
一般の高齢者の方 事業対象者 要支援１・２の方（介護保険証に認定記載のある方）

元気な自分に戻りたい。リハビリテーション専門職の訪問を希望する方

基本チェックリストを実施

事業対象者と
判断されなかった方

事業対象者
と判断された方

他の介護予防事業等の
利用など紹介します。

担当のケアマネジャーに相談

介護サービスの利用している人介護サービスの利用していない人

申請書・基本チェックリスト・利用者情報（利用者基本情報でも可能）を
市役所高齢福祉課に提出。許可書をもらう。

身近な人とも相談し、
自分に合う取り組みに
チャレンジしましょう。

訪問型・通所型
サービスを利用
している方を受
けている方は利
用できません。介護保険証を作成

自分の能力を最大限に生かした生活を続けましょう

お住いの地区の地域包括支援センターに相談

リハビリテーション専門職訪問事業 利用開始までの流れ

身近な人の協力
や、介護保険の
サービスを利用
して、自分に合
う取り組みを行
いましょう。

リハビリテーション専門職のアドバイスを受け、理想とす
る生活に向かって、課題を解決するため取り組みましょう。
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